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1は じめ に

時折図書館大会,学 会,研 修会V'参 加す ることが あ

るが,最 後V'は 図書館学教育,養 成 の問題 図書館法 の

改正の話題 になる。

「図書館 員の質の低下 」 とか 「使 いものに ならない」

とか よく聞 くのであ る。 また 「大学 におけ る図書館学 は

何をxて い るのか」「司書講習は即時廃止せ よ」「高度

な図書館学教育の充実を」等提唱 している。

それで は,従 来 の図書館学教育は どの ように行われ て

いたか,歴 史 的過程 の考察が必要で あ り,過 去は この よ

うG'行われた。 そして現在 はこのよ うに実施 さ れ て い

る。 この分析 を理解 しないで批判す るのはおか しい。

いま図書館界 の一般的動 向とすれぽ,最 終的Vrは 図書

館法 の改 正 となるが,現 行の法令 カ リキ ュラムの範囲 内

での充実改善 や方策 の検 討 も必要 である。そ して今後 の

努力の もとG',将 来 の抜 本的施策 がなされ るべ きである

と思 う。そ こで以下 日本における図書館学教育 の歴史的

考察 と現状分析,さ らに将来の図書館学教育 の展望 な ど

につい て論究 して行 く。

皿 日本図書館学教育史

日本の図書館学教育史を戦前 戦後の二つに分けて考

察する。

1.〔 戦 前 〕

日本におけ る図書館学教育及 び養成は アメ リカな ど先

進国か らの影響が多いこ とは,す でV'衆 知 の とお りであ

るo

日本の図書館学樹立は大正15年(1926)今 沢 茲 海 の

「図書館経 営の理論 及実際」が出版 された年1)で ある と

か,明 治40年10月(1907)図 書館雑誌創刊号(日 本文 庫

協会)に 湯浅 吉郎が発表 した論文 「図書館 員 養 成 の 必

要」2),さ らに 田中稲城が明治20年 代欧米の図書館学 を

勉強に留学 し,図 書館学の新 知識 をたず さえて きた明治

23年(1890)3)で あるとか見解が様々であ る。 以下年代

順に追 って見 ることにす る0

1880年(明 治13)

以前文庫 とか集書院,書 籍館な どと言われた名称が こ

の年図書館 とな った。読み方は 厂ヅシ ョカン」

1892年(明 治25)

日本文庫協会が設立 された。

1897年(明 治30)

・帝国図書館官制公布(勅 令110号)

・帝 国鹵書館長 司書長及司書任用 ノ件(勅 令114号)

・東京帝 国大学附属 図書館 に図書館長が置かれた。

1899年(明 治32)

・図書館令公布(勅 令429号)

これは我が国最初の単独図書 館法規 である。

・ 「官立公立学校 又ハ図書館職員 ト教官其他教育事務

二従事スル文 官相互間転任二関スル件 」 公 布(勅 令 第

456号)

1900年(明 治33)

・京都帝国大学附属図書館内に関西 文庫協 会 創 立 な

る。

・文部省 「図書館管理法」刊

1901年

・東壁第1号 創刊(関 西文庫協会)

これ は 日本 におけ る最初 の図書館雑誌であ るが,残 念

なが ら4号 で廃刊。

1903年(明 治36)

・日本文庫協会 主催第1回 図書館事項講習会が8月1

日か ら14日 まで東 京の大 橋図書館 で行われた。 この講習

は我国最 初の図書 館事務 従事者 の養成 であった 。4)

1905年(明 治38)

・日本文庫協会が 「図書館員た るべ き免許 状」を設 定

した。 これは図書 の管理Y'は 一種独特 な技術 的知識 及び

経験が要求 され るとして,図 書館経営 を担当す る場合,

次 の六課 目の試験Y'合 格しなけれ ばな らない として,課

目をあげている。 図書館史,実 用 的図書解題,図 書分類
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法,図 書 目録作成法,建 築及び設 鷹 実用的管理法等

1906年(明 治39)

・第1回 全国図書館大会開 く。参 加51名

決議1)図 書館令 の改正の件

2)図 書館事項 講習会 を文部省 の事業 となす件

3)毎 年1回 大会を開 く件

4)日 本文庫協会報発行の件

・図書館令 の改正(勅 令274号)

図書館職員V'館 長,司 書,書 記 を明記 し,は じめて

司書職 を規定 した。

これ によって図書館員 の身分 と地位 の向上 を計 ったQ

1907年(明 治40)

・図書館 事項講習会開設に関す る建議 を文部大臣Y'提

出Q

・日本文 庫協会機 関誌 「図書館雑誌」刊

・全 国図書 館大会(東 京)で 「図書館職 員養成所設置

の件」協議 題 となる。

1908年(明 治41)

・日本文庫協会 から 日本図書館協会 と改称。

・文部省 主催第1回 図書館事項夏期講習会 が 開 か れ

た。文部省 主催による講習 はこれが最初。

1909年(明 治42)

・戸野周二郎 「学校及 び教 師と図書館」 とい う著 作刊

行。内容 として図 書館が社会教育上必要であ るこ とを強

調。 以下学校 図書館 の意義 図書館教育,図 書 館学 の教

授 細 目等記 述。

・日本図書館協 会(略 称JLA)内Y'図 書館養成所設置

方 法調査委 員会設 置。

1912年(明 治44)

・JLAは 厂図書 館職員養成所設置建議」の趣意書5)及

び同規 則案を文部 省に提 出。

1916年(大 正5)

・山 口県室積師範学校 で正科 に図書館科を置 く。 また

同校 教諭 市毛金太郎著作 「師 範学校教程 図書館学要項」

を教科書 として使用 。

1918年(大 正7)

。東 京帝国大学 に図書館学 講座 開かれ る。

1919年(大 正8)

・東大 文科図書館研究会発 足

1921年(大 正10)

・文部 省図書館員教習所開所なる。

この教習所 は当時 としては我が国はじめての試 みで,

図書館学教育,社 会教育上 きわめて重要 な意義 をもち,

その内容において も,男 女共学 とし,講 師も館界唯一 の

メンバ ーで組織 され てい る06)

・ 「公立図書館職員令」公布 勅令336号

・図書館員 教習所 同窓会 「芸艸 会」を組織

1925年(大 正14)

・文部省図書館員教習 所を文 部省図書 館講 習 所 と 改

称。

1933年(昭 和8)

・図書館令改正公布 勅令175号,第11条 「図書館 ニ

ハ館長 並二相当員数 ノ司書及書記 ヲ置 クベ シ」 と規定し

ている。

1936年(昭 和11)

・公 立図書館 司書検定試験規定7)(省 令18号)こ れに

より図書館員の 自学発展の道が開かれたQ

1937年(昭 和12)

・第1回 公立図書館司書検定試験施行。受験 目的は図

書 館員 としての基礎的教養 を得 るた めとし,受 験資格な

しで毎年2月 行 う。

1938年(昭 和13)

・青 年図書館員連盟 「図書館学 及書誌 学関係文献合同

目録 」刊

・第32回 全国図書館大会で 「図書館 ノ立場 ヨ リスル国

民教育 革新案」を 「教育審議会 二対 スル進言」 として意

見書提 出。8)

1939年(昭 和14)

・文 部省 主催 中央 図書館司書講習会開講

1941年(昭 和16)

・同志社大学 図書館学講習会開催

・文部省図書館講習所規則改正,修 業年限9カ 月V'短

縮。

1943年(昭 和18)

・青年図書館員連盟解散

・文部省図書 館講習所戦争可烈 のため閉校。

・ 「図書館事業 ノ体制確立 二関スル請願」 をした9)。

2.〔 戦 後 〕

1946年(昭 和21)

・日本図書館研究会創立

・同志社大学 図書館学講習所 開設。

これ は本邦におけ る民間の図書館 員養成機 関として最

初で あった。

・文部省 よ り委嘱された委員会 が 「図書館法規G'規 定

さるべ き事項」10)を総 めた。

1947年(昭 和22)

・文部省図書館講習 所を帝国図書 館附属 図書館員養成
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所 として再 開,入 学資格 は専門学校卒以上 とし,修 業年

限2年Y'延 長

1948年(昭 和23)

・JLA内 に図書館法委 員会を置 き,「 図書館法」 の 協

会案を文部省Y'提 出。

・京都大学 内に京都 図書館学校創設Q

1949年(昭 和24)

。第1回IFEL(InstituteforFducationa玉Leadership)

の図書館学講習会が行われたQ

・教員認定講 習実施で,教 育職員免許法施行規則第4

章の規定す る科 目中V'図 書館学 が認 定 され た。

・帝国図書館附属図書 館員養成所 が文部省 図書 館職 員

養成所 とな り,規 程 も制定。

・関西大学図書館学講習所開設。

・大学基準協会 「図書館員養成課程基準」作成。

・長期図書館学講習会開催

・文部省諮問機関 学 校図書館協議会か ら 「学校 図書

館基準 」を文部大臣 に答 申。

・東京大学 図書館学講習会開かる。

1950年(昭 和25)

・図書館法(法 第118号)公 布,同 法施行規則お よび

細則公布

・東 洋大学 図書館学講 座開講。

・文 部省主催 図書館専門職員養成講習開始。

・国家公務員職 階制 に司書職を指定。

1951年(昭 和26)

・慶応大学V'r日 本図書館学校」 開講。 日本最初 の大

学正課で の図書館学校で,主 任教授 ギ ッ トラー

(R.L.Gitler)11>

・全国学校図書館協議会が司書教諭養成問題協議会 を

結成。

・図書 館法 に基づい て文部省専門職員養 成講 習を東北

大,東 大,京 大,名 大,九 大で開講。

1952年(昭 和27)

・日本 図書館学会創立

1953年(昭 和28)

・学校 図書館法(第185号)公 布

・西 日本図書館学 会,児 童 図書館研究会発 足。

1954年(昭 和29)

・文部 省主催第1回 司書教諭養成講習会開設。

・大学 基準協会 「図書 館学教育基準」決定。

・日本図書 館学会 年報 創 刊

1955年(昭 和30)

・文部省主催に よる大学で行 う図書 館職 員養成講習 は

本年度で一応 打切。

1959年(昭 和34)

・JLAに 図書館学教 育部会設置

1960年(昭 和35)

・国立大学 図書館専門職 員採用試験要項制定。

1961年(昭 和36)

・文部省主催 ドキ ュメンテ ーシ ョン講習 会開催

1962年(昭 和37)

・JLA全 国図書館大会の決議 にも とづ き 「図書館学教

育 の改善刷新に関す る陳情書」を文部 大臣に提出。また

JLA文 献情報活動委員会が 「専門図書館の要求に適合す

る専 門職員又 は ドキ ュメンタ リス トの養成V'つ い て」結

論 をま とめた。

・日本 ドクメンテーシ ョン協会設立

1964年(昭 和39)

・文部 省図書館職員養成所か ら国立図書館短期大学に

昇格

・JLA教 育部会が図書館学教育改善試案の中間報告を

発表

1965年(昭 和40)

・JLA図 書館学教育改善委員会が 厂図書館学教育改善

試 案」を発表,深 川案 ともい う。

1967年(昭 和42)慶 応大学文学部図書 館 科 に 大 学 院

(修士課程)を 設置

1968年(昭 和43)

・図書館法施行規則の一部改 正(省 令第5号)

これに よ り従来の15単 位 から19単 位 に引上げ られた。

科 目は1単 位 か ら2単 位 に,ま た分類,目 録 参 考業務

に各演習が加わ ったQ

1972年(昭 和47)

・JLA教 育部会が 「図書館学教育改善試 案」を発表,

室伏案 とも言 う。

1973年(昭 和48)

・大学基準協会大学基準分科 会の図書 館教 育基準 委員

会 を設置

1976年(昭 和51)

・大学基準協会 図書館情報学教育分科会が 「図書館情

報 学教育基準案12)」作成,52年 決定

1977年(昭 和52)

・第2回 目の 「図書館 白書77」 刊(JLA)

・司書講習科 目への要望

1)図 書館問題研 究会 が 「本 と子 どもを結 びつ ける

図書館員の養成を」 として講習 科 目に 「子 どもV'

対す る図書館奉仕」を設定 してほしい と運動 を広
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げてい る。

2)JLA公 共 図書 館部会 が52年 度司書講習実施大学

へ 「児童に対する図書 館奉仕」科 目設定,講 師Y'

公共図書館関係者の適用を望むQ

〔注〕 この年史作成Yyつ き次の資料 を参考 とした。

・佐野捨一 世界図書館年表 岡山理科大学 昭和52

・武居権 内 日本図書館学史 序説 早川図書1976

P.433-453.

・高橋重臣 図書館学教育の改善 図書館界vo1 .21.

No.6.P.215-222.

・岡田 温 図書館教育 の百 年 現代 の図書館vo1 .7.

No.1.P.10-17.

・中村初雄 図書館員 の理想像 現代の図書館vo1 .9.

No.2.P.raj-1s4.

・JLA図 書館 ハン ドブ ックJLA1963

・JLA図 書館 ハン ドブ ックJLA1977

皿 図書館員養成とその機関

図書館員養成の必要性 につ いてはじめ て強 調 し た の

は,「 図書 館員養成 の必要」13)と題す る湯浅 吉郎 の 論 文

である。其 の後図書館員養成所の設置運 動や,日 本文 庫

協 会,文 部 省等 の図書館事項講習会をは じめ として,各

種 の現職 老教 育,新 人養成 が行われ てきた。以下養 成史

を考 察する と,い わ ゆる図書 館学校(教 習所,講 習所,

大学)と 講習 の二 本建 の養成 に分け ることがで きる。

1.図 書 館 員教 習 所14)… …図 書 館 短 大15)

1912年(明 治45)日 本図書 館協会 内に図書館員養 成所

設 置委 員会を設け,そ の原案作成 を行い,評 議員会にか

け承認したが,JLAの 事業 とするには経費その他の面で

難色を示 し,文 部省 へ建議16)と して上 申した。 こ れY'

よって1921年(大 正10)文 部 省図書館職員教習所 として

発足した。 以来名称 と制 度が何回か変 り,我 が国唯一の

国立図書 館職員養成機 関 として,40年 以上 の 歴 史 を 持

ち,千 数百 名の卒業 生を送 り出し,我 が国の図書館界に

貢献して きた。

昭和39年4月 図書 館界 待望 の国立 の図書館短期大学が

誕生した。図書館科及び別科 がおかれ,続 い て46年4

月,図 書 館学 科 と文 献情報学 科の二つ の学科 が 設 置 さ

れ,現 在 に至ってい る。 館界では図書館短大か ら4年 制

大学 への移 行の早期 実現 を期 待してい る。

2.慶 応大学文学部図書館学科17)18)

1951年(昭 和26)図 書 館学 の 普 及 と発 展 を は か り,専

門職 員 を養 成 す るた め,ア メ リカ の 図書 館 及 びLibrary

Schoo1よ り著 名 な 教 授 メ ンバ ーに よ って,目 本 図 書 館学

校(JapanLibrarySchoo1)カ ミ創 設 され た。 当 初 は ア メ

リカ の援 助 を受 け てい た が,1956年 よ り慶 応 大学 自身 の

財 政 に よっ て負 うこ とに な った。 主 任教 授 は ロ ーバ ー ト

'エ ル ・ギ ッ トラ ー(Robert
.L.Gitler)で あ った 。 そ の

後1968,図 書 館学 科 か ら図 書館 情 報学 科 と名称 変更,

さ ら に1971年 創 設 か ら20周 年 を 記 念 し,カ リキ ュラ ム の

抜 本 的 改 革 を 行 い,今 日に 至 っ て い る。

3.そ の他の大学にお ける養成

湯浅 吉郎,片 山信太郎な どが図書館雑誌に述べ ている

よ うに,日 本で も早急に養 成機関を設け るべ きであ ると

主張 して各方面へ働 きかけた。湯浅 氏が アメ リ カ 留 学

中,す でYTア メ リカにおい ては大学Y'図 書館学科 が設 置

され ていたわけ である。だか ら日本において も大学 に図

書館学 科または独立の図書館学校 を作 りたい気持 はあっ

た はず である。

ところで,日 本 におい て,は じめて大 学に図書館学 が

開設 された のは戦後 の1951年,慶 応大学Y:`図書館学校 が

開講 された のが最初で ある。私は従来の図書 館 教 習 所

(現在 図書館短大)も 大学の一つ として入れ るべ き と思

うが,教 習所 の歴史的過程において,専 門学 校,大 学 に

おけ る図書館科設置運動(大 会,建 議)に おいても,結

果 として正規 の大学 また は学校ではない とい う論 者もい

るQ

大学V'図 書館学 として課程 または科 目としてお いた の

は,東 京帝 国大学で和 田万吉が図書館管理法 要綱,書 史

学 の講 義を行った1918年(大 正7)が 最初であ り19),東

大 退官 まで講義が行われた。

大学 におけ る図書館学 の発展は戦後の図書館法制定 以

後 である。

日本大学(1950)天 理大学(1951)東 大教育学 部(1952)京

都 大学 教育学部(1953)東 洋大学(1959)等 々であいつ いで

図書館学が開講 され てきた。 カ リキ ュラムは図書館法施

行規則V'基 づいて編成 された のが大半で あった。

のち,1949年 大学基準協 会が 「図書館員養 成 課 程 基

準20)」を決定 し,さ らY`1954年 同基準協会が 「図書館学

教育基準21)」を決定 した。

しか し,大 学 における カリキ ュラム設定基準は大学基

準協会決定 の二つ の基準 があるが,養 成課程 基準 はほ と
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ん ど適用 されず空文 に終 っている。 大半は前述 の と お

り,司 書講習科 目の移 行で単位数 も15単 位か ら20単 位前

後であった。 また 図書館学教育基準 は大学におけ る図書

館学科へ の適用基準 で,慶 応,東 洋,図 書館短大 と数え

るほ どである。

昭和40年 頃JLAの 図書館学教育部会 が図書館学教育改

善試案22)を 発表,図 書館学課程 におけ るコア ・カ リキ

ュラムと各館種別養成基準を試 案した。

43年 図書館法施行規則一部改正23)に よ り,従 来 の15

単位か ら19単 位 とな り,演 習が三つ加わ り,従 来 よりき

びし くなった としてい る。

本来38単 位V'す べ きだが,そ の一部分 としての19単 位

としている。

改正に よ り大学 では カリキ ュラムの再編成を行い19単

位 を最低基準 とし教科課程 を行 った。

改正実施V`い ても様 々な論議 がなされた。っついて

47年JLA図 書館学 教育部会 が新た な 厂図書館学教育改善

試 案24)を 発表した0

51年 大学基準協会が29年 図書館学教育基準 の改訂試案

として 「図書館情報 学教育基準案」25)が発表 され,ま た

新たな論議を まきお こした。しかしながら改善試案,基

準等 出されなが ら現在は以前 として改訂19単 位を基本科

目す なわち,講 習科 目を大学で講座科 目として行 ってい

るのが現状で ある。

統一,標 準化 された大学におけ る独 自の図書館学教育

基準 の制 度化 を早 く実現 したい ものである。

4。 講 習(図 書館専門職 員養成)

我が国におけ る図書館 員養成 は1903年(明 治36)8月

月1日 ～14日 まで,日 本文 庫協会主催 「図書館事項講習

会が東京の大橋図書館で行われた のが最初で,唯 一の図

書館員養成 の講習で あった。つづ いて1908年 か ら 「中学

教育夏期講習会」が開催 されている講習科 目に,新 しく

「図書館 二関 スル事項」が加xら れた。 その後 図書館事

項講習会 を文部省主催において実施してほしい と言 う要

望が出され,1908年 よ りそれが実施された。 さらに1909

年 以降には東京市教育会主催図書館科講習会等文部省,

JLA,民 間主催 の各種 図書館講習会が行われ,館 員 の

再 教育,新 人養 成 研修 に大いY'V利用 し,参 加 し て い

た。

その間,1933年(昭 和8)「 公立図書館職員令 」 改 正

)'YYI.._よって館長お よび司書 の任用資格 として 「公共図書館

司書検定試験」制度が設 けられ,1937年(昭 和12)よ り

実施 された。

しか しこの制度には種 々の問題あ り,年 々受験老 も減

り,昭 和12年 か ら昭和18年 まで7回 行われ,合 格者 は全

部 で111名 で図書館法成立以前 まで制度 はあった。

この制度は任 用資格 のため,単 なる形式主義で,司 書

養 成 としての意味 はなかった。

戦後V`け る講習形式に よる司書養成 は,昭 和25年 の

図書館法の制定,同 施行規 則V'よ る講習 の実 施 で あ っ

たo

まず1950年(昭 和25)9月 か ら2カ 月間,教 育指 導者

講習会(lnstituteforEducationalLeadership)を 開催

し,主 として教育長対象 の講習で あった。また大学 の図

書館学科 の担 当者及 び教 員資格認定講習 の講師の養 成 も

同時V'行 われた。

それか ら次年 より夏,7月11日 よ り2カ 月間,東 北,

東 大,名 古屋 京都及 び九 州の五大学で養成講習が開始

され た。

講習科 目は図書 館法施 行規 則V'定 められた15単 位以上

で,受 講 資格 は大学(短 大,旧 専門学校等)卒 司書補

有資格 老な どである。

修 了後文部大臣 よ り修了証書が交付 され る。

司書補講習 は1952年 度よ り開始 された。

O講 習 科 目

司 書 司 書 補

必

修

選

択

図
図
図
図
図

書
書
書
書
書

レ フ ァ レ ン ス

図 書

館 通

館 実

選 択

目 録

分 類
・ワ ー ク

運 用

論11図 書 館 概 論1

務 ヨ図 書 整 理 法2

法11図 書 の 目録 と分類3

覧 と 貸 出2法2閲

法1

1

法1

図 書 館 対 外 活 動1

児童V'対 す る図書館奉仕1

視 聴 覚 資 料1

参 考 書 解 題1
製 本 と 修 理1
視 聴 覚 資 料1
図 書 館 統 計1
複 写 技 術1

甲

乙

学 校 教 育 と公共図離11図 書 館 史1

成 人 教 育 と 図 書 館1'図 書 館 施 設1

特 殊 資 料11
図 書 館 施 設1;

図 書 館 史1i
I

社 会 学1社

彗 。 含 ナ 敷 ム、1速
図書解題及び図書評論1
図 書 及 印 刷 史1

会 教 育1
育1ジ ャ ー ナ リズ ム1

記 法1

この講習 は図書館専門職員養成講習で,い わ ゆ る 司

書,司 書補講習Y'よ り現職老再 教育 の暫 定認定講習 で当

分 の間のみ の予定で あったが,以 後新人 養成の傾向に変

ってきた。
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当初 ま りこの講習実施にっ いては多 くの論議を受けな

が らも続 いていたQ

カ リキ ュラムにおいても,教 科中心は公共図書館を対

象 とした もので。各種 図書館側か らも注文,改 善改革の

要 望も打 出された。

また現行の講習制麦では廃止,不 用論の声 も聞かれ,

1958年(昭 和43)図 書館法施行規則 の一部改正を行い,

司書講習の内容充実 を図った。改正点の主なものは受講

資格 として大学在学 中62単 位 以上単位を取得していれば

司書講習が受け られ るこ と。す なわち短 大卒以上の学歴

を有す るもので,司 書 資格を大学在学中に取 得させ ると

従来 とちがって大 き く開放 した こと。司書補か ら司書受

講に際しては実務経験3年 以上が2年 以上 となった。

科 目単位 は従来の15か ら19単 位にな り,そ れ ぞれ2単

位にな り演 習が加わ った。

講 習 科 目

近畿 大学 な どで行われてい るQ館 界で も司書養成 の通信

教育化 の促進 の声 も聞かれ,JLAで も事 業計画26)と

して通信教育V'よ る資格取 得方法の検討 とい う項 目を あ

げてい る。

N養 成における問題点

司 書

必

修

甲

図 書 館 通 論2

図書 館資料論2

参 考 業 務2

参考 業務演習1

資 料 目録 法2

資料目録法演習1

資 料 分 類 法2

資料分類法演習1

図 書 館 活 動2

選

択

乙

丙

青少年の読書と資料1
図書及び図書館史1
図書館の施設と設備1
資 料整 理 法特 論1
情 報 管 理1

社 会 教 育1
社 会 調 査1
人文科学及び社会科
学 の書誌解題1

自然科学 と技 術の書

誌解題1
マス ・コ ミニ ュケー

シ ョン1

視 聴 覚 教 育1

注)司 書補の科目に従来どお り

この改訂につ いても様hな 論議カミあった。 この改訂で

専門職員の資質向上 はで きるカ㍉ 基 本購想 としての38単

位へ移行はしないのか等 も出 され,そ の1部 分 としての

19単 位 としてい る。それにして も改訂か ら10年 になろ う

としている今 日,社 会 館界 の強い要請r`も 早急 に答 え

なけれ ぽな らない時期 に来 てい るo

従来の現職者再教育的講習主義か ら脱皮 し,時 代,館

界 の要求す る館員養成V'切 換xる 必要 がある。それ には

カリキ ュラム制 度改革 も修 正していかなけれ ぽ な ら な

いo

5.通 信 教 育

大学,高 校におい てすでに通信教育制芟が実 施され て

い るが,図 書館 学教育 におい ても,最 近,玉 川,仏 教

前 述のよ うに我が国におけ る図書館員養 成は大体四つ

の方 法で行われ てい る。大学におけ る図書館学科,同L

く大学 で行われ てい る図書館学課 程 と講習V'よ るもの,

そして通信教育 とが ある。

それぞれ教育課程 もちが うわけで あるが,大 学におけ

る課 程 と講習科 目との相互関係,こ こに問題が あ り,大

学課 程における図書館学 の低下に もつなが る。(注)図 書

館法 第4条2項 参照

本来講習科 目を前提 として編成す る大学 の講座科 目編

成構 成に問題が ある。 これは施行規則,図 書館法の改正

に他 な らないo

よ って大学におけ る課程はそ の法規に しぼ られ,大 学

独 自の 自主性が カ リキ ュラムに反映 されない。 だか ら各

大学 の教科内容27)を 見 ると法令),Y従い編成 され,そ の

大学 での準必修的に設け るか,選 択科 目に多少の特色を

出している程度で ある。大学におけ る課程 は専門学 科履

修 と平行して取得す る方法で問題 も多い故 仕方ないこ と

であ る。

こ こに図書館員養成の質的低下や教科内容の不 備,時

間割 編成,担 当教員,実 習諸設備の不完全 等問題解決 と

今後 の 目標 として,制 度 規模,就 職 高 度な コア カリ

キ ュラム等の検討 も今後進めなけれぽな らない。 さ らに

これ か らの大学におけ る図書館学教育は ど うあ る べ き

か,科 学哲学追求の方向か,職 能教育 としての技術性 の

追求 かの方 向を見い出して行かなけれぽな らない。

講習において も前述 の如 く,廃 止論,い や現職者,新

人養 成 として講習 は継続実施すべ きな ど論争が ある。

しか し現行上 でも諸問題 がある。期 間,単 位,科 目内

容,担 当者,委 嘱大学V`け る問題 等また,現 代 のいわ

ゆ る情報 化社会 におけ る多様性 として,大 学 に お い て

も,講 習におい てもカ リキ ュラムは以前 として公共図書

館 中心 とした内容であるQ

最近 では養成機 関へ の要求 として充実 した カ リキ ュラ

ム編成(コ アカ リキ ュラムの充実)と 各館種別職員の養

成 を要 求している。

JLAの 図書館学教育改善試案や次期図書館大学教科

課程試 案28)な どに見 られ るよ うに,そ の要求 は強い よ
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うであ る。

養 成問題 として最後V'-JLAが 「図書館 白書77」G=5

つ の指摘を してい る。 これを紹介す ると

第1と してカ リキュラムの内容の差

第2と して担当教 員の配置

第3と して担当教 員の質 の問題

第4と して受講生 の問題

第5と して司書を受入る側 の問題

であ る。 さ らに くわ しく以下大学 における問題点,講 習

におけ る問題を指摘 し,今 後の充実,改 善課題 として検

討 して見 る。

1.大 学 におけ る場合

図書館学科(慶 応,東 洋,図 書館短 大)を 除 く大半 の

大学 では司書講習科 目を基本 としカ リキ ュラムを編成し

実施してい る。

履修は専門学部,学 科 を履修す る と同時に教職 と同じ

よ うに資格が得 られ る方法 として,図 書館法 施 行 現 則

(文部省令第5号)第4項2に より 「司書 の講習を受け

る者が,す でVr大 学(法 附則第10項 の規定Y'よ り大学に

含 まれ る学校 を含む)に おいて修得 した科 目の単位で あ

って,前 項 の科 目の単位V'相 当す るもの として,文 部大

臣が認 めたものは,こ れをもって前項 の規定V'よ り修 得

した科 目とみなす」 と言 う規定に基づ き,各 大学,短 大

で 「司書講習の相当科 目の単位 について」 とい う形式 の

書類を文部 省へ伺いを出す,こ れに よって相当科 目が適

当で ある場合図書館 学が開講 され る。 カリキュラムにお

い て法令科 目と相当科 目の内容 の一致 とい う点で問題が

ある。

各 大学 では従 って必修 は法令 どお り,そ れ に大学独 自

で準 必須 として多少特色 を出す程度,選 択 科 目で大 いに

独 自性 を出せ る可能性 もある。 しか しコア カ リキ ュラム

は公共図書館 中心 であるため,大 学独 自の特色は出せな

いo

法令 の標準化のみ,そ れでは司書講習 と何 ら変 りがな

い。従 って大学V`け る図書館学 は低下 のみ,各 大学で

は講習 とちが うとして必修,選 択 に多少工夫 をしてい る

ところも見 られ る2g)。例}ぽJLAが 各教育改善試案,

な ど打 出している中から多少取 り上げ,館 種 別 コース,

あ るいは,資 料面,技 術面,あ るいは図書館実習 を必修

化 して内容充実 をはか っているところも多少あ る。

この現況 か らこれ か らの図書館学教育を大学 の中で,

いかに導 入して行 くか検 討しなけれ ぽならない。

先に図書館員養成課程基準,図 書館学教育基準,図 書

館学教育改善試 案,図 書館情報学教育基準等発表 され て

い るが.大 学V`け るコア カリキ ュラムは何 を基準 にし

て等綜合的V'検 討し,標 準化 された ものの実現を期待す

るo

次に図書館学 教育担 当者の問題で ある。大学に おけ る

教員 の資質は言 うまで もな く大学設置基準等で規定 して

い る。図書館学においてはそれ とともV'別Y'設 定 の必要

が ある と思 う。現実に は専任で1～2名,あ るいは非常

勤 だけで行 ってい るところ もあ る。

それか ら図書館学におけ る施設設 備の充 実 も最 近では

必要視 され てきてい る。

演習,実 習 の積極的体勢 もこれか ら要 求 されて こなけ

れ ぽならない。

また改革 としてイギ リスのよ うな 国家試験へ の移行 も

検 討すべ きである と思 う。

2カ 月あ るいは大学 における3～4年1～2年 時 にお

け る履修か ら卒業後実務実習半年,1年,2年,5年 程

度 のインターン修了後改めて国家試験に よる司書有資格

の輩 出が必要ではないか。

これか らは量か ら質の よい館員養成 に務めなけれ ばな

らない。

図書館教育,図 書館学教育は義務 教育 よ り計画し促進

しなけれ ばならない。

大学教育 として一般教養 の必須 として 図書館教育,文

献 探索法なるいわゆ る知的生産技術の取 得方法 あるい

は情報化社会に対処 する情報処理 の方法31)の 知識 とし

て 図書館,情 報学が取 り入 られ るこ とを 期待す る。

2.講 習における場 合

講習 は図書館法,同 施行規則に基づい て実施 され てい

る。 これ は文部大臣 の委嘱を受けて行わ れている。講 習

の 目的は当初現職者 の司書認定講習であ ったが,以 後 も

継続し今 日に至 ってい る。

委嘱希望大学 は文部大臣 に委嘱申請書を提出す る。書

類Y'よ って審査 し委 嘱大学 を決定す る,委 嘱条件は原則

として四年制大学Y'す る。地域 は一 ブロ ックー会場 とす

る。

また委嘱大学は次の要件 を具備してい ること として

1)図 書館学科 または図書館 に関す る講 座が置かれ て

い ること

2)図 書館学 につい ての専任の教授又は助教授が置か

れ ていること

3)大 学Y',講 習 の効果を高め るよ うな専門図書な ら

びに演習Y'必 要 な諸設備が整備 され てい ること
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4)講 習の実施,運 営 が次の とお り行われ ること

ア)受 講人員は過剰 とならない よ う適切な定員を定

めてい るこ と

イ)講 師 に適任者が選 ぼれ てい ること

ウ)講 義 の内容が省令に定め る科 目の要 旨に忠実 で

あること

エ)運 営委員会等責任 ある運営 の体制 が整 えられ て

い ること

オ)収 支予算 が適切で あること

法に基づ く講習 も施行後30年 にな ろ うとしている。43

年施行規則一部 改正に より 従来 の15～19単 位に 増 加 し

・た。また受講資格 として大学在学中62単 位以上単位 を取

得 しておれ ば受講で きるQま た司書補か ら司書への受講

資 格 として従来 の3年 か ら2年 に短 くなったo

本来改訂 としては38単 位 の線に もって行き た か っ た

が,や もえず19単 位V'と どまった としている。 この問題

.に対 して も館界では多 くの論議 をあびている。 以前 とし

て公共図書館中心の教科で,詰 め込み,切 り売 り,ア ウ

トラインのみ概括 的講義 で,時 間におわれ,充 分な る教

育 はで きない。担 当者は所定 の内容 と範囲に お い て 行

い,一 方 受講生 は単位取得のみ,一 時の理 解のみ,両 者

の対話 もな く二つ の歯車がかみ合わないで行 わ れ て い

る。講習 期間,時 間割編成 講義内容,講 師,委 嘱大学

の運営等 のあ り方に も幾多の矛盾をLる ので ある。

今後 の講習実施に あた り将来展望にそった制度の改善

を確立 しなけれ ぽならない と思 う。

V図 書館学教育の内容と課程

A内 容

大学 及び講習 を主体 としてい る我が国の図書館学 教育

は一定の教科課程 を設定 して行われてい る。

1.大 学にお ける図書館学科

これ は昭和29年 大学基準協 会が決定した 「図書館教育

基準」が ある。 さらY=47年JLA教 育部会 が発表 した

r図書館学 教育改善試案」 もある。前者 は大学におけ る

図書館学科設置す る場合の一 つのモデルである。後者は

養成を三つ に分け,専 門司書は大学 院で,普 通司書1級

はいわゆ る図書館学科専攻,普 通 司書級 は大学におけ る

図書館学 課程で,さ らに司書 補は短大におけ る図書館学

課 程で と分 けてい る。 この よ うな改善試案に も反発 も多

く出され,論 議 をよんだ。 さらに最近大学基準協 会が29

年 の改訂 として 「図書館,情 報学教育基準 」を発表 して

52年2月15日 決定 した
。

別 な面 では館種別養成 として40年 の図書館学教育改善

試案 や次期図書館大学 カ リキ ュラム案な ど提示 された。

大学 の図書館学 教育において,今 後充実 として,コ ア

カ リキュラムの改善か,職 能 教育 としての技術性 を強化

す るか綜合的に検 討すべ きであろ う。

2.大 学における課程,講 座

大学におけ る課程 の基準 としては昭和24年 大学基準協

会が決定 した 「図書館員養成課程基準」 があ り,同 時 に

25年 図書 館法施行規則 の制定に基づ き,司 書講習科 目が

大学 における講座科 目の適用を受け,準 用 した。 よって

上記 の課程基準 は空文に等 しく,大 方の大学では講習科

目を そのまま講座科 目として カリキ ュラムを編成した。

その後40年JLAの 図書館学 教育改善試案 では大学 にお

け る学科,又 は課 程 として館種 別養成 が打 ち出さい,43

年に は図書館法施行規 則の1部 改正で 大学で は改正19

単位 科 目を基 本にし,教 科課程 の改編を実施 したo

各 大学 のカ リキュラムを見 ると諸基準の採用で混乱し

てい るよ うで ある。大学課程 として統一標準化 され た カ

リキ ュラム内容 にして もらいたい ものであ る。

3.講 習 にお ける内容

昭和25年 図書館法施行規 則における法定科 目で実施 さ

れてい る。15単 位 で内容 は公共図書 館業務 を中心 とした

もので ある。

その後43年 同施行規則1部 改正に よ り従来の15単 位 か

ら19単位 にな り,科 目2単 位つづ,演 習が3科 目V'加 わ

った。 改訂 として委員会では基本構想 とすれぽ38単 位 に

すべ きとし,今 回その1部 分 としての19単 位 として説 明

している。講習 内容において も批 判が出され,充 実 した

館界 の要求す るカ リキ ュラム体 制であってほしいもので

ある。

参考 神本光吉 図書館学 教育論 法政大学文学部

紀要19別 冊P16

8教 科 課 程

1.教 科 目の変遷

図書館事項講習 会に見 られ る科 目として は,図 書館設

置及び管理 に関するこ と,図 書 の整理法 として分類,目

録 な ど,ま た書誌的知識 として,書 史学,徳 川文学史 な

ど,さ らに海外先進国 の図書館情報 として,欧 米図書館
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現 情な どが31)主 で,対 象は現職 老の再 知識 として の教

科 目内容であった。 また図書館教習所 におけ る内容 は,

新 人養 成 として一般教養 の知識か ら導入し,図 書館にお

け る一般処理法か ら次第に図書館プ ロパ ーの講義へ と充

実改善 され てきた。戦後におけ る教科 目は図書館法施行

規則に基づ く教科 目で公共 図書館運営上必要な教科 目と

して設定 されていたo

大学 における教科 目も講習 同様公共 図書館的教科 の色

彩 カミ強 力、った0

30年 代講習講 座の特色 として,ン ファレンスサ ービス

の重要性 か ら参考書解題評論,資 料論,な ど取 入れ,後

半か ら ドキ ュメソテ ージ ョン(情 報 管理)の 導 入,40年

代に入 って情報 学理論,情 報処理関係科 目が 目立っ,ま

た図書館学演習,ゼ ミ,図 書館実習な る科 目も緒hG'加

えられ てきた。

科 目もこの ように館種 別や館界 の時代的要請に よ り変

化して,ま た高 度化,多 様化 され てきた。

従来の技術 偏重 科 目か ら学理論追求へ の移行 も進みつ

つ ある。

2.講 義 要 綱

よ く学校 の教科におい て 「指導要領」に基 づ く教科指

導 が実施 され てい るよ うV',図 書館学 において もその必

要性 を感ず るわけで ある。図書館学指導老講 習会におい

て研究 し,編 集 され,昭 和26年8月 発刊 された 「図書館

学 講義 要綱」32)が あ る。

科 目は司書 のみで,「 図書館通論」 「図書館実務」 「図

書選択法」「図書 目録 法第 一部和漢書,第 二部洋書」「図

書分類法」「レブァレンス ワー ク」 「図書運用法」 「図書

館 の対外活動」 「児童に対する図書館奉仕」 「視聴覚資

料」だけ,司 書補 の科 目)'Yついてはない。

従来講習,大 学で も指 針 として これを参考 に し て い

た。 その後館界,時 代 の要請Y'よ り,ま た担 当老によっ

て従来 のものを基 本V'し なが ら独 自の講義内容を作成 し

行 っていた。 以後 このよ うなものがな く,教 科 と内容が

ちが うとか よく聞かれた。43年 講習科 目の改訂に よ り科

目と講義内容が示 された。 目録 におい てはNCRを 中心

に,分 類においては,NDCを 中心Y'… … と単 なる概要

のみで ある。JLAで は この改訂 科 目を中心 に図書館員

指導資料 として 「司書講習講義要綱案」を作成33)し,

近 い将来 は 「司書講習講義要綱」 として完成 させたい と

しているo

またこれ とは別にJLA教 育部会が47年 図書館学教育

改善試 案を発表 した が,こ れ),YVI.._基づ き,図 書館学教授要

目委員会を設 け,そ の主旨は大学 におけ る図書館学 の教

授要 目を作成し,図 書 館学 教育 の内容の改善 とそ の標準

化をはか る目的 として進 め られ てきた34)。

3.図 書 館 実習35)36)

図書館 学におけ る理論 と実践 のなかで重要性が あるの

が,図 書館実習であ る。

従来大学 におけ る学科課程 や講習 にお いても主 力がお

かれず,関 心 もうす く,ま た諸基準,各 改善試案 を見 て

も積極性 がな く,付 随 して図書館実習を実施す るこ とが

望 ましい ぐらいであ る。

図書館実習 の必要性について館界で も多数の主張 が続

け られてい るが,な かなか実施 されない。 そ れ は 各 基

準,各 改善試案 な どV`い ても具体的積 極性にな っでい

ないからで ある。 しか し最近図書館短大 その他 の大学で

その必要性 を感 じ積極 的に実施 されてい るの が 目Y'つ

く。実習 の内外 的準備 の整備 も今後検討 され,図 書館実

習 も教育実習 や博物館実習 が,す で)'YY1...制度化 され,実 施

されている ようV'L.,図書館界で もそ の実現V'努 力 しなけ

れぽな らない時期 に来 てい るo

海外で もすでに図書館実習や現職老再 教育 としての研

修が再検討 とその充実V'力 を入れてい る ようで ある。

VI図 書館学教育の現状と課題

い ま全 国の大学で図書館学を開講してい る と こ ろ は

200大 学近 くあ り,慶 応大学,東 洋大学,図 書館短 大を

はじめ として,図 書館学科,及 び大学院に よる専攻か ら

短 大における図書館学習課程に至 るまで,さ らに毎年夏

期及び夜 間行わ れている文部省委嘱に よる司書,司 書補

講習があ り,そ こか ら輩 出され る有資格老 は毎年相当数

)'Yのぼ る。それに反 し,就 職 してい るものはご くわず か

で ある。 よってア ンパ ラソス現象,生 産 過多 と質 の問題

が問われ てい る今 日で ある。養 成問題 の批 判 と改善要求

も広げ られ てい る。JLA図 書館白書 も指適してい るよ

うに,今 日の問題 として,教 育内容の差 とか,教 育担当

者,受 入側,受 講生 問題 と図書館学教育 の課題 とし てな

げ かけている。今後 これ らを どう解決し て行 くか当面 の

課 題 として とりくんで行かなけれぽな らない。

顎 む す び

以上概略的V'考 察 してきたが,今 後は教育内容におい

て も差 の統一 から,さ らに課程か ら学科へ の移行 も考え
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なけれぽな らない。早急にその可能性 を検討 しなければ

な らない。そ して従 来の技術 偏重,職 能教育か ら高度な

学理論教育の脱皮 が,や がて専門職 として社会的評 価が

確立がな され るのである。 さ らY'成 担当者 の充 実 とし

ては,す みやかに,図 書館学 教員養成機関の設置 に よる

養成が必要になって くる。図書館学設置にっ いては従来

の文部省か ら'協会 の認定Y'よ る認定図書館学校 の設置,

それか ら修 了す るところの卒業者は社会的にも評価 され

るべ きで,そ れに よって専門職が確立 され るので あるρ

講習においてはJLA主 催に よる国家試験制度 の実施 を

行 うべ きである。最後に綜合的な図書館政策 の確立 を切

望して終 りとす る。

〔補記〕

文 中 「次期図書館大学(仮)カ リキ ュラム案」が 出さ

れ てい る瀞,こ れは草野氏の提案に よるもので,正 式な

カリキ ュラムは現在 「大学創設準備室」 を中心に,大 学

基 準協会決定の 「図書館,惰 報学教育基準」 とあわせて

検討中 との ことである。 よって具体的 カ リキ ュラムが発

表 され ていないので,こ こでは草野提案を もとに して考

察 した こと付記してお く。
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